
地域密着型サービス事業所の指定に付する条件の改正について 

豊島区地域密着型サービスにおける事業の適正な運営を確保するために必要と認

める条件は平成３１年３月２０日の地域密着型サービス運営委員会であった意見を

受け、以下のとおり令和元年１１月１日から改めました。 

事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件 

１ 福祉サービス第三者評価の受審 

外部の評価機構が専門的かつ客観的な立場から、サービスの内容や質、事業者の

経営や組織的のマネジメント力等を評価する福祉サービス第三者評価を定期的に

受審すること 

２ 介護サービス情報の公表制度における報告及び公表 

利用者が介護サービスや事業所・施設を、比較・検討して適切に選ぶための情報

を提供する介護サービス情報の報告及び公表について、定期的な情報の更新をする

こと。 

３ 運営推進会議等の定期的な開催等 

豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例

（平成 25 年豊島区条例第 12 号）第 40 条及び第 60 条の 17 他において地域との連

携等が規定されている地域密着型サービス事業所等に関して、事業者・事業所によ

る利用者の抱え込みを防止し、地域に開かれたサービス提供体制を確立するための

運営推進会議等について、定期的な開催、議事録の公表をすること。 
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